
エネルギー対策特別会計 

Ⅰ 特別会計に関する情報  

○ エネルギー対策特別会計の目的 

エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、

電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理

を明確にするために設置されたものである。このため、当該特別会計においては、これ

らの業務を経理するために、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び原子力損害賠

償支援勘定を設置している。 

エネルギー需給勘定は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計で行われ

ていた業務を承継する勘定である。同特別会計は、昭和４２年に石炭鉱業の安定対策実

施等のために設置され（当時は石炭対策特別会計）、昭和４７年に石油対策の追加、昭

和５５年に石油代替エネルギー対策の追加、平成５年に省エネルギー対策の追加、平成

１３年には石炭対策の廃止などの制度改正を実施してきた。現在、当該勘定においては、

燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る事務の経理を行っている。 

電源開発促進勘定は、電源開発促進対策特別会計で行われていた業務を承継する勘

定である。同特別会計は、昭和４９年に電源立地を促進することを目的とし、電源開発

促進税の創設と合わせて設置され、昭和５５年に石油代替エネルギーによる発電促進の

ための電源多様化対策を追加し、平成１５年に新エネルギー事業を石油及びエネルギー

需給構造高度化対策特別会計に一元化するなどの制度改正を実施してきたところであ

り、平成２４年には当該勘定に原子力安全規制対策を追加している。現在、当該勘定に

おいては、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る事務の経理を行

っている。 

原子力損害賠償支援勘定は、平成２３年の原子力損害賠償支援機構法設立に伴い、

設置された勘定である。現在、当該勘定においては、原子力損害賠償支援対策に係る事

務の経理を行っている。 

 

○エネルギー対策特別会計において経理されている事務及び事業の内容 

（１）エネルギー需給勘定 

石油石炭税を財源とし、受益者負担の考え方に基づき行われる燃料安定供給対策

及びエネルギー需給構造高度化対策に関する政府の経理を明確にするために設置す

る。 

それぞれの対策の具体的な内容は以下のとおり。 

①燃料安定供給対策 

石油、天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図るために、石油及

び天然ガス等の開発、石油備蓄などの措置を講じている。 

②エネルギー需給構造高度化対策 

内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の

構築を図るために、省エネルギー・新エネルギー対策等の措置及びエネルギー起

源二酸化炭素排出抑制対策などの措置を講じている。 

（２）電源開発促進勘定 

電源開発促進税を財源とし、電力利用者の受益者負担の考え方に基づき行われる



電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に関する政府の経理を明確に

するために設置する。 

それぞれの対策の具体的な内容は以下のとおり。 

①電源立地対策 

発電用施設周辺地域整備法の規定に基づく交付金の交付、発電用施設の周辺の

地域における安全対策その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に

資するための財政上の措置を講じている。 

②電源利用対策 

発電用施設の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給

の円滑化を図るための措置を講じている。 

③原子力安全規制対策 

原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設そ

の他の原子力発電と密接な関連を有する施設、加工施設又は試験研究の用に供す

る原子炉若しくは使用施設等であって、原子力事業所に設置されるものに関する

安全の確保を図るための措置を講じている。 

（３）原子力損害賠償支援勘定 

原子力損害賠償支援機構法の規定により行う原子力損害賠償支援対策の経理を明

確にするために設置する。同対策では、原子力損害賠償支援機構法の規定に基づい

て交付される国債の償還金等に必要な金額の国債整理基金特別会計への繰入れ、原

子力損害賠償支援機構への出資のための財政上の措置を講じている。 

 

○ エネルギー対策特別会計の経理方法の概要（平成 24年度当初予算） 

 

（歳入） （歳出）

石油石炭税財源 事業費
4,756億円 3,384億円

電源開発促進税財源 事業費
2,772億円 2,215億円

復興特会繰入 事業費
0億円 1,474億円

前年度剰余金 事業費
1,104億円 206億円

借入金 事業費
14,993億円 149億円

借入金 独法運営費交付金等
50,000億円 2,580億円

備蓄石油売払代 事務的経費
357億円 77億円

独法納付金収入 国債・借入金償還
0億円 64,121億円

周辺地域整備資金受入 予備費等
109億円 48億円

原子力損害賠償支援資金受入

95億円

雑収入等
68億円
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